
 

 

 

 

各 位 

 2020年8月31日 

株式会社  三重銀行 

 

「テレワーク制度」の導入について 

 

 

株式会社三重銀行（本店：四日市市、頭取：渡辺 三憲）は、働き方改革の一環として、業務の生産性向

上や従業員のワークライフバランス向上を目指すとともに、感染症流行時や自然災害発生時にも業務を継

続できることから、下記の通り「テレワーク制度」を導入しますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 
 
 テレワーク制度の概要について 

目  的 

業務の生産性向上 

従業員のワークライフバランス向上  

業務継続                                        

可能とする 

勤務形態 

在宅勤務 

サテライトオフィス勤務 

モバイル勤務 

対象者 テレワークを希望する者のうち、所属長が認めた者 

対象業務 
企画関連資料作成、顧客提案資料作成 

顧客アフターフォロー、Web 会議 など 

開始日 ２０２０年９月１日(火)  

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 
  人事部 濱田・杉野・駒田 ℡(059)354-7180 


